
☆視聴期間    ２０２６年５月２５日（月）０：00～６月２４日(水)２３：５５ 

☆視聴時間    約３時間 

☆講    師    特定社会保険労務士  森山 幸一 先生 

☆受 講 料   会  員  １１，０００円（税込） 

(おひとり様) 非会員  １６，５００円（税込） 

☆定   員   ５０名  
※同一法人で複数名の受講を申し込まれる場合、受講料は上記金額×人数分となります。 

※今回のテキストは郵送ではなく、こちらからご案内するＵＲＬからダウンロードをして頂くことになり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

受講ご希望の方は協会ＨＰより、または裏面お申し込み用紙にご記入の上ＦＡＸをお願いします。 

ご不明な点等ございましたら、（公財）公益法人協会事務局セミナー担当（TEL：03-6824-9874）までご遠慮なくお問合せ下さい。 

本セミナーは５月１４日(木)オンラインセミナーを配信した際に同時収録し編集した内容です。 

新年度を迎え新たに人事労務担当になられた方々には、人事労務についてわからないことが多々あるかと存じます。 

６月、７月は人事労務業務が目白押しですが、スピードと正確さが要求されますので、本セミナーでは繁忙期の乗

り越えをスムーズに行えるようにご案内いたします。雇用保険関係変更確認、労働保険の更新、社会保険算定基礎、

住民税特別徴収作業など、人事労務ご担当者向けの事務手続きの勉強会として開講いたしますが、初めて業務に携

わる方についても無理なく理解できる内容になっておりますのでご安心ください。 

講師は、企業での実務経験や経営コンサルタントとしての経験を活かし、法人経営という視点から労務管理を捉え、 

労務トラブル対応や労務相談に強みを持つ特定社会保険労務士の森山幸一先生です。 

この機会に奮ってご受講いただきますよう、ご案内申し上げます。 

  

1. 雇用保険・社会保険関係変更確認 

雇用保険料率改定の確認、こども子育て支援金徴収方法の確認等 

2. 労働保険年度更新 

概要、対象者の範囲、対象賃金の範囲、賃金集計表の書き方、 

労働保険料申告書の書き方  

※補足：理事長、理事を対象とする特別加入手続きについて 

3. 社会保険算定基礎 

  概要、算定基礎手続き、対象報酬、現物給与の取扱い、 

  支払い基礎日数、随時改定と月額変更届 

※補足：通常の算定基礎と月額変更届について 

4. 住民税特別徴収 

概要、住民税の基本的な手続きの流れ、退職者の特別徴収の取扱い 

住民税特別徴収変更の手続き 

※補足：途中入職者の特別徴収切り替え手続きについて 

 

❋ 講 義 内 容 ❋ 

✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫(公財)公益法人協会✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
 

 

✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫

 

 

 



 

オンデマンドセミナー(録画配信)人事労務「新年度手続き業務編」5/25～6/24 

（公財）公益法人協会事務局 行                申込日  月  日 

03-3945-1267 

≪セミナー受講申込用紙≫ 

▼お名前、ご連絡先等をご記入ください。 

 

右欄どちらかに○をお願いします 
会員 非会員 

ふりがな  

法人名 

(※個人でご受講される場合も法人名のご記入をお願いいたします。) 

 

 

ご所属・お役職 

(※個人の場合は個人 
と明記ください。) 

お名前 
E-mail 

(※複数名でお申し込みの際は 

各人ごとのアドレスをご記入ください。) 

   

   

   

連絡先 
(資料・請求書送付先) 

〒 
 

 

 

 

 

 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 
※ご提供いただきました個人情報は、本セミナーの実施以外には利用しません。 

▼ 事務局にて受付後、請求書と URL(視聴用とテキストダウンロード用)及びログイン ID とパスワードをメールにて送信 

   しますので必ず入金予定日をご返信ください。テキストは URL にログインした上、ダウンロードをお願いいたします。 

    ▼ URL 及びログイン ID とパスワードをメールでお送りした後はキャンセルをすることが出来ません。 

    （受講料は請求書到着後、速やかに指定の口座へお振込みください。受講料はお振込みのみの取り扱いとさせていただいて 

おります。万一、受講開始までにお振込みできない場合は必ずご一報ください。） 

▼ ご本人が受講できない場合は、代理受講が可能です。（その場合は必ず事前にご連絡ください。）1 

▼ おひとり様・一端末でのご受講をお願い申し上げます。ご受講いただける方はお申込みいただいた方のみで 

ございます。（ログイン ID・パスワード等の共有はご遠慮ください。） 

 


